
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道徳科における評価 

の意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の基本的態度 

 

 

 

 

 

道徳科に関する評価 

 

 

 

道徳科の評価については、学習指導要領に「児童（生徒）の学習状況や道

徳性に係る成長の様子を継続的に把握し、指導に生かすよう努める必要があ 

る。ただし、数値などによる評価は行わないものとする。」と示されている。

これは、道徳科の評価を行わないとしているのではない。道徳科において養

うべき道徳性は、児童生徒の人格全体に関わるものであり、数値等によって

不用意に評価してはならないことを特に明記したものである。したがって、

教師は道徳科においてもこうした点を踏まえ、それぞれの授業における指導

のねらいとの関わりにおいて、児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様

子を様々な方法で捉えて、個々の児童生徒の成長を促すとともに、それによ

って自らの指導を評価し、改善に努めることが大切である。 

※（ ）内は中学校 

 

道徳性の評価の基盤には、教師と児童生徒との人格的な触れ合いによる共

感的な理解が存在することが重要である。その上で、児童生徒の成長を見守

り、努力を認めたり、励ましたりすることによって、児童生徒が自らの成長

を実感し、さらに意欲的に取り組もうとするきっかけとなるような評価を目

指すことが求められる。 

 

「道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を（広い視野 

から）多面的・多角的に考え、自己の（人間としての）生き方についての考 

えを深める」という目標に掲げる学習活動における児童生徒の具体的な取組 

状況を、一定のまとまりの中で、児童生徒が学習の見通しを立てたり、学習

したことを振り返ったりする活動を適切に設定しつつ、学習活動全体を通し

て見取ることが求められる。その際、個々の内容項目ごとではなく、大くく

りなまとまりを踏まえた評価とすることや、他の児童生徒との比較による評

価ではなく、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め、励ま

す個人内評価として記述式で行うことが求められる。 

評価に当たっては、特に、学習活動において児童生徒が道徳的価値やそれ

らに関わる諸事象について他者の考え方や議論に触れ、自律的に思考する中

で、一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展しているか、道徳的価

値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかといった点を重視するこ

とが重要である。 

なお、道徳科の評価は、選抜に当たり客観性・公平性が求められる入学者

選抜とはなじまないものであり、このため、道徳科の評価は調査書には記載

せず、入学者選抜の合否判定に活用することのないようにする必要がある。 

※（ ）内は中学校 

Ⅳ 学校教育の内容と

基本的な考え方 
 ３ 道徳教育 

(3) 道徳科の評価 

 



 

 

 

 

 

評価のための具体的 

な工夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

道徳科における学習状況や道徳性に係る成長の様子を把握するに当たって

は、ＩＣＴ等も活用しながら、児童生徒が学習活動を通じて多面的・多角的

な見方へ発展させていることや、道徳的価値の理解を自分との関わりで深め

ていることを見取るための様々な工夫が必要であり、次のようなものが考え

られる。 

・児童生徒の学習の過程や成果等の記録を計画的にファイルに蓄積したもの 

・児童生徒が道徳性を養っていく過程での児童生徒自身のエピソードを累積

したもの 

・作文やレポート、スピーチやプレゼンテーション等の具体的な学習の過程 

・児童生徒が行う自己評価や相互評価 
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